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技能振興関係優良事業所及び団体に対する表彰要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 県は、技能振興の推進についてその業績が極めて優良で他の模範にな 

 ると認められる事業所及び団体を表彰することにより、技能振興の一層の促 

 進と、技能者の職業生活の安定と向上に資するものとする。 

 

（表彰基準） 

第２条 この表彰を受けるものは、県内の事業所及び団体で、次のいずれかの 

 事項に該当するものとする。 

  (1)  技能五輪、技能グランプリ、技能祭、その他技能の振興に資する活動 

    に関し、永年にわたり多大の貢献があり、他の模範になるものと認めら 

    れる事業所および団体 

    (2)  技能労働者の処遇・地位の向上に関し、永年にわたり多大の貢献が 

       あり、他の模範になるものと認められる事業所 

  (3)  構成事業所に対して、技能労働者の処遇・地位の向上に関し、永年 

     にわたり多大の貢献があり、他の模範になるものと認められる団体 

 

（表彰の方法等） 

第３条 この表彰は、毎年１回、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。 

２ 表彰状は、別紙様式のとおりとする。 

 

（被表彰事業所及び団体の選定） 

第４条 この表彰を受ける事業所及び団体は、第２条の(1)の場合にあっては、 

  埼玉県職業能力開発協会及び埼玉県技能士連合会から、同条の(2)及び(3)の 

 場合にあっては、市町村、埼玉県職業能力開発協会及び埼玉県技能士会連合 

 会から推薦のあったもののなかから、知事が決定する。 

 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほかは、この表彰の実施に関し必要な事項は、 

 別に定める。 

  

 附則 

 この要綱は、平成８年７月１日から施行する。 

 

 附則 

 この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。 
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